
若林三・四丁目地区
防災街区整備地区計画
若林三・四丁目地区
防災街区整備地区計画
区役所周辺地区
地区街づくり計画
区役所周辺地区
地区街づくり計画
特定防災街区整備地区
（世田谷区国士舘大学一帯Ⅱ地区）
特定防災街区整備地区
（世田谷区国士舘大学一帯Ⅱ地区）



「地区計画」も「地区街づくり計画」と同じく、 街
づくりルールの制度の一つです。「地区計画」は法律
に基づく制度で、「地区街づくり計画」で定めたルー
ルを、より公平に、そしてより担保力のあるルールと
して位置づけることができます。

「地区計画」制度の中でも阪神・淡路大震災の後、平
成9年に創設された『防災街区整備地区計画』制度は、 
建物の構造に防火上必要な制限を行うことができ、道
路についても「地区防災施設」が設けられるなど、防
災面の役割を強化した制度です。

若林三・四丁目地区では、平成12年6月に『防災街
区整備地区計画』が定められました。地区内の避難路
となる「地区防災施設(道路）」が建替えにあわせて
6mに拡がっています。また、「緑の小道」が開通する
等、着実な成果があがっています。

このため、若林三・四丁目地区においても、平成7年度より災害に強い街づくりの推進を強化しました。平成
11年7月に街づくり協議会から提出された「若林三・四丁目街づくり提案書』を基に街づくり計画を変更し、
その中でも確実に整備が必要とされるものについて「若林三・四丁目地区防災街区整備地区計画」を策定しま
した。災害に強い街とするため、安全な街区と道路ネットワークを形成し、被害を食い止めるためです。

また、平成16年1月には、本地区の広域避難場所外周120mの区域で市街地防災性を高めるとともに、広域
避難場所の安全性を向上させるために、防災街区整備地区計画を変更しました。さらに、平成20年2月には、
より一層の防災性の向上を目指し、「特定防災街区整備地区」の指定と、あわせて地区街づくり計画及び防災
街区整備地区計画の変更を行いました。

このパンフレットは、若林三・四丁目地区防災街区整備地区計画の内容を紹介するとともに、ご理解を深め
ていただき、街づくりに協力していただくために作成したものです。なにとぞ、安全で災害に強い街が実現さ
れるよう、街づくりへの参加をお願いいたします。

若林三・四丁目地区は、細街路が多く木造住宅が密集していることから、都内でも震災・火災時の危険
性が極めて高い地区となっています。このため、昭和63年より各種の補助事業を導入し、老朽住宅の
建替えや道路の拡幅等の対策を実施してきました。

平成7年1月17日に発生した「阪神・淡路大震災」は、災害への対策が、街づくりの大
切な目標であることを改めて示しました。特に、被害を小さくするためには、一つ一つ
の道路、一つ一つの建物が重要であり、街区が安全でなければならないことを実証しま
した。
また、消防車や救急車といった緊急車両にとっては、倒壊した建物などに塞がれない連
続した道路が形成されていなければなりません。災害に強い街を実現するためには、日
頃の街づくりの積み重ねがいかに重要であるかを痛感しました。

災 害 に 強 い 街 づ く り の 推 進

若 林 三 ・ 四 丁 目 地 区
　 　 　 防 災 街 区 整 備 地 区 計 画 と は ？

地 区 街 づ く り 計 画 と は ？

「私たちの街には、建物を建てる場合のルールが定めら
れています。容積率や建ぺい率などはその代表的なもの
ですが、これらは最低限守るべきルールであり、

これだけで地区の問題を解決できるわけではありません。
このため世田谷区では、現在のルールに加えて、地区

の特性に応じたルールをきめ細かく定める「地区街づくり
計画」を策定することができるようになっています。

「地区街づくり計画」は「世田谷区街づくり条例」に基
づく制度です。地域にお住まいの方や街づくり協議会と
いった団体は、この原案を作成して区長に提出すること
ができます。
「地区街づくり計画」に定めたルールを皆さまが守るこ
とによって、より良い街が実現されます。

世田谷区

通行ができなくなった街路
（神戸市中央区）

● 地区防災施設３号の拡幅

整備前 整備後
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越える建築物）

（特定防災街区整備地区の区域(世田谷区国士舘大学一帯Ⅱ地区))
世田谷区役所周辺では、「地区街づくり計画」が定められて
います。このうち、若林三・四丁目地区と国士舘大学一帯の広
域避難場所周辺では、主な街づくりのルールを「防災街区整
備地区計画」として位置付けています。

●   敷地を100㎡未満に分割して建築できません。
●   建築物の外壁や柱など(出窓、軒等を含む)は、隣地境界線か
ら50cm以上離して建てなければなりません。

●   広域避難場所外周120mの区域の500㎡を越える敷地では
(出窓、軒等を含まない)隣地距離を1m以上確保します。

●   道路や公園などに面して高さが60cmを越えるブロック塀等
は築造できません。

●   広域避難場所外周120mの区域では建築物の高さは25m
までです。また、建築面積の1/2以上の部分を高さ5m以
上とします。

●   広域避難場所外周120mの区域では耐火建築物、あるい
は準耐火建築物とします。

●   容積率は150%とします。
●   敷地を100㎡未満に分割して建築できません。
●   建築物の外壁や柱など(出窓、軒等を含む)は、隣地境界線
から50cm以上離して建てなければなりません。

●   道路や公園などに面して高さが60cmを越えるブロック塀等
は築造できません。

●  建築物の用途は第1種低層住居専用地域並みに限られ、
また 、 大学、専修学校、50㎡以上の店舗・飲食店は建てられま
せん。

●  容積率は150%、第一種高度地区、日影規制4-2.5h(1.5m)とし
ます。

●  敷地を100㎡未満に分割して建築できません。
●  建築物の外壁や柱など(出窓、軒等を含む)は、隣地境界線から
50cm以上離して建てなければなりません。

●  広域避難場所外周120mの区域の500㎡を越える敷地では
(出窓、軒等を含まない)隣地距離を1m以上確保します。

●  建築物の高さは10mを越えられません。また、広域避難場所外
周120mの区域では、建築面積の1/2以上の部分を高さ5m以
上とします。

●  道路や公園などに面して高さが60cmを越えるブロック塀等は
築造できません。

●  広域避難場所外周120mの区域では耐火建築物、あるいは準
耐火建築物とします。

●   風俗店などは建てられません。
●   道路や公園などに面して高さが60cmを越えるブロック塀等
は築造できません。

●   道路や公園などに面して高さが60cmを越えるブロック塀等
は築造できません。

●   広域避難場所外周120mの区域では、建築物の高さは建築
面積の1/2以上の部分を高さ5m以上とします。

●   広域避難場所外周120mの区域では耐火建築物、あるいは
準耐火建築物とします。

●   広域避難場所外周120mの区域では敷地を50㎡未満に分割
して建築できません。

　広域避難場所である国士舘大学一帯への避難動
線となる地区防災施設を整備します。また、都市計画
道路及び主要生活道路が整備されてもなお残る消
防活動困難区域を解消するための地区防災施設を
整備します。

●  住宅B・C地区では、地区防災施設に接する敷地
の容積率を、条件により180%とします。

●  幅員6mの道路にするために、沿道の建物は建
替えなどにあわせて、地区防災施設の道路中心線
から3m以上後退して、建てていただきます。

●  また、建築物は耐火建築物、準耐火建築物、外壁
及び軒裏を防火構造とする建築物としていただ
きます。

●  地区防災施設に係る部分の敷地には、工作物を
設置できません。

●  地区防災施設の交わる角地で交差角が120度未
満の場合は、隅切り線(2辺の長さが2mの二等辺
三角形の底辺となる線)よりさがって建てていた
だきます。(図中　　の部分です。)

　敷地内に地区防災施設がある敷地では、地区防災
施設の部分を除いた敷地面積で容積率および建ぺい
率の算定を行い、かつ、地区防災施設の部分を交通上
支障のない空地とするため工作物等(プランタ一等移
動できるものを含む)を設けないこととし、容積率等を
緩和します。
　また、整備済みの地区防災施設に接している敷地に
ついても、同様に容積率等を緩和します。

３



（特定防災街区整備地区の区域(世田谷区国士舘大学一帯Ⅱ地区))

若林三・四丁目地区防災街区整備地区計画図
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なし
28ｍ
31ｍ

軒高が７mを超える建築物また
は地上３階以上の建築物は

(建築基準法施行令第135条の12に
定める適応除外等（緩和）は、本地
区計画では適用できません。）

４-２．５ｈ　１．５m

若林三・四丁目地区防災街区整備地区計画図 地区全域に新たな防火規制区域が指定されています。
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住環境整備
路線の整備

1住戸面積18㎡未満の住宅は建築しない
1階部分の松陰神社通りに面する部分は、住宅等の
用途にしてはならない。ただし住宅等への出入口は
この限りではない
上記の他は、地区計画に定めました

※

出窓や軒、雨どい
や室外機等の建築
設備を含みます

出窓や軒、雨どいや室外機等の
建築設備を含みます

ブロック塀等
は６０cmまで

地区内避難路沿道では、耐火建築物あるいは準耐火
建築物または、外壁及び軒裏を防火構造とする
広域避難場所外周120mの区域、及び、地区防災施設
沿道については、地区計画に定めました

地区計画に定めました

住宅や駐車場の道路側はできる限り緑化(生け垣化)を
図る
また、新築する建築物については屋上緑化も促進
する
共同住宅を建築する場合は、計画戸数以上の駐輪場を
設ける
ゴミ置き場の設置内容は清掃事務所と協議する
松陰神社通りに面する建て替え等においては、敷地内に
駐輪スペースを設ける

地区内の樹木は、景観形成や延焼遮断の役割から見直し、
保全を図る

公共施設等では、「みどりの基本条例」に基づき、緑化を進
める
2.5m以上の歩道を有する公道については、道路整備にあ
わせて防災上有効な植栽をする

計画図に示す地区内避難路については、広域避難場所
へとつながる6mの地区内避難路として整備を
図り、門や塀等を含め建物の位置を道路の中心
線から3m以上後退する

整備計画図に示す住環境整備路線については、延焼を
抑止する路線として、外壁の位置を道路の中心線
から3m以上後退する

狭あい道路については、建て替えにあわせて道路の中心か
ら2mになるまで門や塀等を後退し、平常時の消防
活動に支障をきたさないように整備する

図に示すとおり整備する

建替え時にあわせた移転・共同化や、広場等を活用して２
方向避難の出来る通り抜け路として整備し、災害時の安
全性向上を図る

地区内避難路の整備にあたっては、沿道の住民や歩行者
等に配慮し、道路の形状や材質を工夫する
道路整備にあたっては、ユニバーサルデザインに配慮した
整備を実現する
また緊急車両の通行を妨げない構造とする
歩行者の通行を妨げないよう、道路には、看板、商品等を
置かないようにする
松陰神社通り ： 埋設管を取り替える等で掘削する場合は、
道路舗装を現状に復旧する／住宅等の出入口を除き、松
陰神社通りに面する出入口には、段差を設け
ず、ドアは引き戸、または感知式自動ドアとする

行き止まり
道路の整備
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●土地の区画形質の変更
●建築物の建築又は工作物の建設
●建築物等の用途の変更
●建築物等の形態又は意匠の変更
●木竹の伐採

電話：０３ー５４３２－２８７２(直通）
世田谷４－２１－２７　西棟2階



８令和8年4月

若林三・四丁目地区
防災街区整備地区計画

１　商業A地区：

５　住宅C地区：

２　商業B地区：

３　住宅A地区：

４　住宅B地区：

沿道サービス、業務機能を誘導し、避難路沿道としての不燃空間を形
成しつつ騒音・振動等の防止を図る。

店舗・事務所等の立地を促進し、周辺住宅地との調和に配慮した市
街地の形成を図る。
また、幹線道路の沿道については、沿道サ一ビス・業務機能等を誘
導し、 避難路沿道としての不燃空間を形成しつつ騒音·振動等の防止
を図る。

住環境を改善しつつ細街路を整備し、周辺住宅地との調和し住宅市
街地の形成を図る。

住環境を改善しつつ細街路を整備するとともに、後背の住宅市街地と
の緩衝帯として商業地区との調和を図る。

低層の住環境を維持しつつ細街路を整備し、周辺住宅地と調和した
住宅市街地の形成を図る。また、地区防災施設の沿道において、防
災機能の向上を図りつつ、土地の合理的かつ健全な利用を図る。

防災性能の確保と良好な住環境の形成を図るため、地区防災施設の沿道の建築

物について建築物の構造に関する防火上の制限を設定し、公共施設の整備状況に

応じて、居住水準を維持しながら沿道の不燃化を推進するものとする。

地区防災施設の沿道以外の区域については士地利用の方針に基づき、建替えに

より市街地の改善を推進する。

住宅地区については市街地の高密化による住環境の悪化を防止するため、地区

特性に応じて敷地規模、高さ、形態、意匠を制限し良好な住環境の維持、形成を図る

とともに景観 の向上に資するものとする。

また、広域避難場所外周120mの区域（町丁目番地を境界とする）にある敷地につ

いては、面的に建築物の構造に関する防火上の制限を設定するとともに、一定高さ

以上の不燃化建築物により廷焼を抑制し、安全な避難場所を確保する。

よって、以下の事項について定めるものとする。

1  建築物の構造に関する防火上必要な制限

3  建築物等の高さの最低限度

5  建築物の容積率の最高限度

7  壁面の位置の制限

8  壁面後退区域における工作物の設置の制限

9  建築物等の形態若しくは意匠の制限

10 垣若しくはさくの構造の制限

2  建築物等の高さの最高限度

4  建築物等の用途の制限

6 建築物の敷地面積の最低限度


